
○都市計画税の使途について

令和3年度当初予算における都市計画税額 1,571,751千円
都市計画税の収入については、以下のとおり都市計画事業の財源に充てています。

（単位：千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 うち都市計画税

1 街路事業 627,847 92,750 0 104,700 2,385 428,012 427,010

2 公園事業 631,138 39,520 0 38,600 3,655 549,363 548,076

3 下水道事業 330,868 0 0 0 5 330,863 330,088

4 市街地開発事業 0 0 0 0 0 0 0

5 土地区画整理事業 1,606 0 0 0 0 1,606 1,602

6 その他事業 204,934 0 2,354 0 1,201 201,379 200,908

7 地方債償還 64,217 0 0 0 0 64,217 64,067

1,860,610 132,270 2,354 143,300 7,246 1,575,440 1,571,751

※その他事業の主なものは、ごみ処理施設の整備に係る負担金など。
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